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は
じ
め
に

近
世
期
の
木
曽
林
業
に
お
け
る
材
木
生
産
に
お
い
て
は
、
近
世
中
期
以
降
材
木
の

採
運
技
術
が
確
立
し
、
一
つ
の
技
術
体
系
と
し
て
存
在
し
た
。
筆
者
は
既
に
、
確
立

し
た
技
術
体
系
に
つ
い
て
そ
の
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
は
木
曽
に

存
在
す
る
林
業
労
働
力
及
び
尾
張
藩
に
よ
る
材
木
生
産
支
配
の
枠
組
み
の
中
で
構
築

（
１
）

さ
れ
た
体
系
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
近
世
初
期
の
木
曽
に
お
い
て
は
確
立
期
に
み
ら
れ
る
材
木
の
採
運
技

術
が
在
地
に
存
在
せ
ず
、
他
所
よ
り
そ
の
採
運
技
術
を
有
す
る
林
業
労
働
力
が
移
入

し
て
お
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
採
運
技
術
の
体
系
化
が
は
か
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

（
２
）

が
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
初
期
の
採
運
技
術
の
移
入
の
過
程
に
つ

い
て
は
詳
細
が
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
木
曽
の
採
運
技
術
体
系
の
前
提
と
な
っ
た
技
術
、
換
言
す
れ
ば

採
運
技
術
体
系
を
規
定
し
た
技
術
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
木
曽

の
採
運
技
術
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
木
曽
に
お
け
る
近
世
初
期
の
技
術
の
問
題
は
、
技
術
史
一
般
の
観
点
か
ら
考
え

た
場
合
、
技
術
の
伝
播
、
即
ち
技
術
の
移
転
と
定
着
と
い
う
興
味
深
い
問
題
に
ア
ブ

近
世
初
期
木
曽
林
業
に
お
け
る
技
術
と
労
働
形
態
Ｉ

右
の
史
料
は
、
『
木
曽
山
雑
話
』
の
中
の
有
名
な
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
①

近
世
初
期
の
地
杣
（
木
曽
在
住
の
杣
）
は
、
角
板
子
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、

②
角
板
子
を
作
る
た
め
に
他
所
か
ら
杣
を
雇
入
れ
て
い
た
、
③
一
八
世
紀
初
め
に
は

地
杣
が
角
板
子
を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
地
杣
の
造
材
技
術
の
展
開
過
程

一
採
運
労
働
力
の
移
入

以
前
拙
稿
で
も
簡
単
に
ふ
れ
た
が
、
ま
ず
確
立
以
前
の
材
木
生
産
の
様
子
を
記
録

（
３
）

し
た
史
料
を
次
ぎ
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

ロ
ー
チ
す
る
素
材
を
も
提
供
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
木
曽
に
お
け

る
近
世
初
期
の
採
運
技
術
の
具
体
的
な
姿
と
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

古
来
木
曽
表
二
而
杣
功
者
成
者
無
之
、
伊
勢
・
和
泉
ち
雇
入
申
候
、
小
物
類
ハ

地
杣
も
仕
候
由
、
宝
永
之
比
地
杣
之
内
角
板
子
作
り
候
者
も
出
来
、
追
々
地
杣

功
者
二
相
成
候
二
付
、
享
保
年
中
二
至
り
板
子
。
角
木
等
都
而
地
杣
二
申
付
、

他
所
杣
不
雇
入
筈
二
相
成
り
申
候

脇

幽

野

博

（
平
成
三
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
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を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
史
料
に
あ
る
角
板
子
と
は
、
角
材
と
板
子
の
こ
と
で

後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
造
材
に
熟
練
を
要
す
る
大
材
で
あ
り
、
史
料
中

の
「
小
物
類
」
（
榑
、
土
井
等
）
と
は
対
照
的
な
材
木
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
木

曽
の
地
杣
は
も
と
も
と
は
大
材
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
大
材
造

材
の
技
術
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
所
か
ら
大
材
造

材
が
で
き
る
杣
を
雇
入
れ
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
木
曽
地
杣
の
大
材
造
材
技

術
の
獲
得
過
程
は
、
他
所
杣
の
持
つ
造
材
技
術
と
何
ら
か
の
関
連
を
有
す
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

確
立
後
の
木
曽
林
業
に
お
い
て
は
、
大
材
の
採
運
技
術
を
有
す
る
杣
組
・
日
用
組

が
山
中
か
ら
大
材
を
伐
採
・
運
材
し
て
い
た
が
、
右
の
史
料
は
こ
れ
ら
の
杣
・
日
用

組
織
が
成
立
し
て
き
た
過
程
を
知
る
上
で
、
注
目
す
べ
き
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
史
料
は
一
八
世
紀
中
頃
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
近

世
初
期
の
事
柄
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
間
接
的
な
記
録
と
し
て
と
ら
え
る
必
要

が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
近
世
初
期
に
お
け
る
大
材
採
運
の
実
態
を
検
証
す
る
と
共

に
、
杣
組
・
日
用
組
と
い
う
技
術
者
集
団
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
も
検
討
を

加
え
て
み
た
い
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、
一
七
世
紀
に
他
所
の
杣
が
雇
入
れ
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
、
そ
の

事
実
関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
次
の
史
料
は
、
名
古
屋
城
作
事
に
用
い
る
材
木
を

確
保
す
る
た
め
に
成
瀬
隼
人
正
が
出
し
た
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
一
二
月
二
三
日

（
４
）

付
け
の
書
状
で
あ
る
。

尚
々
被
入
御
精
候
故
、
杣
も
相
調
候
由
一
段
之
儀
共
二
候
、
弥
可
被
入
御
精

こ
の
史
料
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
「
例
年
木
曽
へ
参
候
和
泉
・
摂
津
国
之
杣
共
」

と
あ
る
よ
う
に
和
泉
・
摂
津
国
の
杣
が
恒
常
的
に
雇
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
杣
が
、
江
戸
城
作
事
の
た
め
に
木
曽
へ
来
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら

中
国
・
四
国
の
杣
を
雇
入
れ
る
よ
う
に
指
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
材
木
採
運
に
は
あ

く
ま
で
も
他
所
の
杣
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
他
所

の
杣
と
は
ど
の
よ
う
な
者
達
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
名
古
屋
城
作
事
に
関

（
５
）

わ
る
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

候
、
以
上

去
十
九
日
之
御
状
令
拝
見
候
、
其
元
此
比
者
殊
外
寒
候
得
共
堅
固
之
由
珍
重
候
、

簑
元
も
別
条
無
之
候
間
可
御
心
安
候
、
然
者
去
時
分
申
達
候
地
山
。
滝
越
山
材

木
之
儀
二
付
、
木
曽
材
木
仕
候
者
共
、
先
月
中
旬
二
上
方
筋
へ
杣
や
と
い
一
一
罷

登
、
例
年
木
曽
へ
参
候
和
泉
・
摂
津
国
之
杣
共
や
と
い
申
候
へ
共
、
江
戸
御

城
御
材
木
請
合
仕
候
者
共
、
其
所
之
給
人
・
御
代
官
へ
断
を
申
旨
二
而
、
木
曽

へ
参
候
杣
無
之
様
二
追
々
申
越
候
へ
共
、
此
度
之
儀
二
候
間
、
何
程
損
領
立
候

共
、
成
程
方
々
を
聞
立
候
様
一
一
と
重
而
御
申
越
候
二
付
、
則
中
国
・
四
国
之
内

へ
も
手
わ
け
仕
杣
相
尋
、
少
ハ
杣
も
可
有
之
様
二
申
来
二
付
、
地
山
・
滝
山
共

二
随
分
材
木
出
来
候
様
二
御
申
付
可
有
之
旨
尤
二
候
、
（
後
略
）

十
二
月
廿
三
日

成
瀬
隼
人
正
正
虎
（
花
押
）

山
村
甚
兵
衛
様
御
報

乍
恐
以
由
緒
書
奉
願
上
候
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こ
の
河
内
国
の
大
工
古
橋
組
大
工
頭
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
六
ヶ
国
の
杣
・
大
工

が
木
曽
山
で
名
古
屋
城
作
事
用
材
を
伐
採
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
由
緒
書
は
、

名
古
屋
城
作
事
か
ら
一
四
○
年
余
経
た
文
化
年
間
（
一
九
世
紀
初
頭
）
に
作
成
さ
れ

（
６
）

た
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
由
緒
に
関
連
し
た
元
禄
期
の
史
料
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。

勤
申
候
事

河
州
茨
田
郡
一
番
上
村

古
橋
組
大
工
頭
惣
左
衛
門

（
中
略
）

一
、
尾
張
国
名
古
屋
御
城
被
為
成
候
刻
、
御
材
木
信
濃
国
木
曽
山
二
而
御
材
木

御
伐
被
為
成
候
時
、
六
ケ
国
杣
大
工
土
万
三
千
人
着
帳
二
而
材
木
伐
之
御
役
相

二
条
御
城
破
損
方
定
職
人
由
緒
書
御
定
直
段
一
件
留
帳

五
畿
内
江
州
六
ケ
国
大
鋸
木
挽
之
儀
者
、
権
現
様
御
代
一
一
中
井
大
和
殿
御
承
、

私
共
之
先
祖
二
大
鋸
杣
之
頭
被
申
渡
於
に
今
相
勤
罷
有
候
、
御
軍
役
井
先
年
者

江
戸
御
城
駿
府
御
城
名
古
屋
御
城
其
外
上
方
御
作
事
為
御
材
木
取
、
木
曽
山
井

方
々
山
々
江
大
鋸
杣
召
連
山
入
仕
御
用
木
出
し
申
候
、
其
刻
御
伝
馬
被
為
下
置

候
御
朱
印
御
老
中
様
御
添
え
状
、
其
外
方
々
御
用
被
為
仰
付
候
時
之
御
用
人
衆

御
近
習
衆
御
状
等
数
通
御
座
候
、
埒
又
禁
裏
院
中
御
作
事
井
御
修
理
、
二
条
御

城
御
作
事
井
御
破
損
、
江
戸
御
城
大
坂
御
城
御
作
事
御
用
等
度
度
二
被
為
召
遣

候
、
六
ケ
国
大
鋸
杣
之
内
於
に
今
夫
役
御
赦
免
二
而
罷
有
、
御
代
々
様
御
用
相

（
後
略
）

こ
の
元
禄
二
（
一
六
九
八
）
年
に
作
成
さ
れ
た
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
大
工
頭
中

井
大
和
守
支
配
下
の
五
畿
内
江
州
六
ヶ
国
の
大
鋸
・
杣
が
、
木
曽
山
で
名
古
屋
城
等

の
作
事
用
材
を
伐
採
し
て
お
り
、
先
の
大
工
古
橋
組
の
由
緒
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
六
ケ
国
の
大
鋸
・
杣
を
引
き
連
れ
て
行
っ
た
大
鋸
・
杣

頭
が
、
大
鋸
頭
で
あ
る
中
村
虎
助
・
藤
村
治
左
衛
門
・
森
作
右
衛
門
の
先
祖
で
あ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
三
名
は
、
『
元
禄
覚
書
天
』
の
中
で
も
、
「
五
畿

（
７
）

内
江
州
杣
・
大
鋸
・
木
挽
頭
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
右
の
由
緒
書
を
裏
付
け
る
史
料
と
し
て
、
①
慶
長
一
五
（
一
六
一
○
）

年
一
○
月
三
日
付
け
大
久
保
長
安
書
施
と
②
同
年
二
月
一
六
日
付
け
江
戸
材
木
方

中
村
虎
助
書
施
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。

①
覚

（
中
略
）

一
、
虎
助
ひ
き
候
い
た
御
出
し
候
ハ
畠
、
其
以
後
ハ
く
れ
木
を
御
出
し
尤
候
、

来
春
多
入
可
申
候
間
初
申
候
事

以
上

勤
来
申
御
事
二
御
座
候
、
以
上

御
奉
行
様

元
禄
十
壱
年
寅
極
月

大
鋸
之
頭

同同

中
村
虎
助
印

藤
村
治
右
衛
門
印

森
作
右
衛
門
印
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即
ち
、
「
虎
助
ひ
き
候
い
た
」
、
「
な
こ
や
ら
注
文
参
候
、
即
我
等
者
取
候
へ
と
申

木
注
も
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
村
虎
助
が
実
際
に
木
曽
山
で
伐
採
し
て
い
た
こ
と

（
叩
）

を
確
認
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
慶
長
期
に
お
い
て
は
幕
府
・
大
名
の
作
事
用
材
確
保
の
た
め
に
、

中
井
大
和
守
支
配
下
の
六
ケ
国
（
山
城
・
大
和
・
摂
津
・
和
泉
・
河
内
・
近
江
）
の

杣
が
木
曽
で
採
運
を
行
っ
て
い
た
。
先
述
し
た
寛
永
五
年
の
成
瀬
隼
人
正
書
状
に
あ

る
「
例
年
木
曽
へ
参
候
和
泉
・
摂
津
国
之
杣
共
」
と
い
う
記
述
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

中
井
大
和
守
支
配
下
に
あ
る
杣
は
慶
長
期
以
来
木
曽
に
出
入
り
し
て
い
た
と
い
え
る
。

②
以
上

「
戌
」
十
月
三
日

山
村
甚
兵
衛
殿
ま
い
る
御
報

御
書
中
拝
見
仕
候
、
左
様
ニ
候
ヘ
ハ
い
ぬ
山
方
川
す
そ
二
、
木
曽
方
出
し
候
木
、

那
古
屋
御
門
之
御
材
木
お
そ
く
山
占
出
候
と
被
仰
候
、
な
こ
や
５
注
文
参
候
、

即
我
等
者
取
候
へ
と
申
木
注
も
ん
、
長
さ
。
ふ
と
さ
書
付
、
て
か
た
我
等
二
仕

候
へ
と
被
仰
候
間
、
手
形
仕
わ
た
し
申
候
、
わ
れ
ら
ハ
其
方
さ
ま
之
木
や
ら
ん
、

但
河
な
か
れ
や
ら
ん
不
存
候
、
手
形
見
申
候
占
さ
お
い
仕
候
、
乍
去
御
公
儀
之

御
さ
ん
用
御
座
候
は
畠
、
此
手
形
を
以
公
儀
御
勘
定
可
被
成
候
、
い
つ
れ
も
懸

御
さ
ん
用
御
座
候
は
畠
、
此
手
形
を
以
公
儀

御
目
委
可
申
入
候
恐
憧
謹
言

十
一
月
十
六
日

知
村
平
右
衛
門
様
山
村
七
郎
右
衛
門
様

大
石
見
守
（
花
押
）

御
両
所

中
村
虎
助
正
口
（
花
押
）

そ
れ
で
は
次
に
、
寛
永
期
以
降
の
時
期
に
つ
い
て
、
他
所
杣
の
動
向
を
み
て
お
こ

う
。
正
保
二
（
一
六
四
五
）
年
に
は
、
次
の
よ
う
に
紀
州
の
杣
が
木
曽
に
入
っ
て
い

称
研

杣
角
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
こ
の
記
述
以
上
に
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、

「
損
分
相
立
候
辿
御
直
一
一
目
安
差
上
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
名
古
屋
藩
の
御
用
材
採

運
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
次
の
史
料
は
、
寛
文
七
（
一

六
六
七
）
年
に
越
前
の
杣
が
木
曽
上
松
山
で
伐
採
中
に
、
御
留
山
に
踏
み
込
ん
だ
時

（
呪
）

の
記
録
で
あ
る
。

越
前
国
か
ら
杣
が
来
て
い
た
こ
と
と
共
に
、
「
杣
一
組
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
杣
組

の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
次
の
寛
文
一
三
（
一
六
七
三
）
年
の
杣

（
蝿
）

請
負
証
文
か
ら
は
、
各
地
か
ら
杣
が
雇
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

指
上
申
一
札
之
事

上
松
山
之
内
判
烏
沢
と
申
御
留
山
之
近
所
に
て
、
当
年
上
松
村
之
忠
右
衛
門
と

申
者
手
前
金
に
て
御
受
仕
、
椹
物
出
申
候
処
、
越
前
之
杣
一
組
御
留
山
之
内
へ

ふ
み
越
、
椹
物
・
檜
物
杯
作
申
由
二
て
、
拙
者
其
所
へ
未
参
候
前
一
一
、
本
〆
方

方
改
候
ヘ
ハ
、
則
杣
ハ
ー
組
か
ら
欠
落
仕
不
罷
在
候

紀
州
角
兵
衛
卜
申
者
木
曽
二
而
杣
い
た
し
損
分
相
立
候
迩
御
直
二
目
安
差
上
不

届
二
付
成
敗
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一
三
浦
山
に
て
尾
州
様
御
材
木
本
切
被
仰
付
、
杣
請
合
、
御
材
木
品
々
被

仰
渡
之
通
無
相
違
出
来
仕
、
相
渡
し
可
申
候

一
我
ら
共
組
子
之
内
二
御
法
度
之
宗
門
者
壱
人
も
無
御
座
候
、
惣
て
宗
門
之

義
二
付
、
先
年
よ
り
御
穿
鑿
之
懸
申
者
壱
人
も
無
御
座
候

一
御
巣
山
之
義
ハ
不
及
申
一
一
、
近
所
二
て
も
何
木
二
よ
ら
す
壱
本
も
伐
申
間

敷
候
、
付
り
、
持
原
山
之
内
へ
入
申
間
敷
候

一
惣
山
二
て
火
之
用
心
堅
可
仕
候
、
木
場
々
々
二
て
も
［
］
一
夜
之
宿

［
］
間
敷
候

一
本
〆
衆
よ
り
請
取
申
、
米
・
み
そ
・
し
ほ
壱
合
も
外
へ
ち
ら
し
申
間
敷
候
、

付
り
、
外
之
米
・
み
そ
・
し
ほ
遣
申
間
敷
候

一
山
よ
り
村
へ
上
下
仕
候
ハ
図
、
本
〆
小
屋
へ
寄
、
御
意
を
菫
嘔
参
下
可
仕
候
、

狼
二
出
入
仕
間
敷
候
、
付
り
、
木
之
類
一
切
地
下
へ
下
シ
申
間
敷
候

一
御
材
木
木
場
出
し
之
日
用
二
て
も
、
持
子
二
て
も
、
肝
煎
な
し
二
む
さ
と

抱
申
間
敷
候

一
御
手
代
衆
御
材
木
見
二
御
越
候
ハ
公
、
木
場
々
々
案
内
仕
、
木
之
品
々
見

せ
可
申
候

一
御
公
儀
御
奉
行
衆
ハ
不
及
申
、
地
下
御
百
姓
衆
綿
屋
加
子
母
御
手
代
衆
へ

も
慮
外
仕
間
敷
候

一
［
］
山
之
儀
二
御
座
候
間
、
互
二
杣
共
木
場
｜
一
て
勝
負
仕
間
敷
候
、

組
子
之
内
徒
成
者
壱
人
も
無
御
座
候

右
一
札
仕
候
通
少
も
相
背
申
間
敷
候
、
若
無
作
法
徒
成
御
座
候
ハ
＆
、
何
様
之

義
二
て
も
可
被
仰
付
候
、
為
後
日
手
形
価
如
件

引
用
は
略
し
た
が
、
右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
差
出
人
で
あ
る
杣
の
出
身
地
と
人
数

は
次
の
通
り
で
あ
り
、
伐
採
地
の
三
浦
山
周
辺
の
付
知
村
・
加
子
母
村
に
加
え
て
、

飛
弾
、
美
濃
、
越
前
、
摂
津
の
各
国
か
ら
多
く
の
杣
が
来
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
右
の
史
料
か
ら
は
、
当
時
の
杣
及
び
日
用
の
組
織
の
さ
れ
か
た
を
知
る

こ
と
も
で
き
る
。
「
組
子
之
内
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
先
述
の

越
前
の
杣
組
と
同
様
に
、
こ
の
採
運
に
お
い
て
も
杣
組
が
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
「
御
材
木
木
場
出
し
之
日
用
二
て
も
、
持
子
一
一
て
も
、
肝
煎
な
し

二
む
さ
と
抱
申
間
敷
候
」
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
運
材
に
携
わ
る
日
用
等
が
お
り
、

請
け
負
っ
た
杣
の
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

右
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
川
善
介
氏
の
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
次
の
寛
文
一
○

（
一
六
七
○
）
年
の
史
料
か
ら
、
杣
組
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
事
情
を
知
る
こ
と
が

（
腿
）

で
き
る
。

付
知
村
二
人
、
加
子
母
村
三
人
、
飛
州
高
山
五
人
、
飛
州
竹
原
一
人

飛
州
み
わ
や
の
村
四
人
、
飛
州
小
郷
二
人
、
飛
州
下
呂
村
一
人

濃
州
岐
阜
一
人
、
越
前
勝
山
一
人
、
摂
州
栗
山
村
八
人

寛
文
拾
三
歳
丑
三
月
吉
日

付
知
本
締
衆

戌
年
木
曽
柿
其
焼
か
れ
山
に
て
尾
張
様
御
用
木
御
請
仕
り
諸
事
相
定
め
申
す

（
以
下
差
出
人
名
略
）
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一
、
杣
数
三
拾
人
前
金
と
し
て
小
判
三
拾
弐
両
慥
に
借
用
仕
り
申
す
所
実
正
也

内
六
両
ハ
戌
正
月
十
二
日
に
木
曽
に
て
木
村
理
左
衛
門
殿
杉
山

又
右
衛
門
殿
よ
り
請
取
り
申
し
候

弐
拾
六
両
戌
二
月
十
六
日
に
い
つ
み
に
て
堀
田
八
左
衛
門
殿
よ

り
請
取
り
申
し
候

但
し
内
拾
弐
両
分
割

右
之
前
金
何
様
の
儀
御
座
候
て
滞
り
申
し
候
は
図
、
組
頭
之
儀
申
す
に

及
ば
ず
、
請
人
裏
判
人
に
何
様
に
も
仰
付
け
ら
る
べ
く
候
御
事

（
中
略
）

一
、
右
御
請
申
す
杣
日
用
之
内
、
御
法
度
之
宗
門
又
は
徒
者
壱
人
も
御
座
な
く

候
、
則
寺
請
町
請
慥
に
取
り
申
し
候

（
中
略
）

一
、
御
公
儀
御
奉
行
様
之
儀
は
申
す
に
及
ば
ず
御
本
締
衆
手
代
衆
迄
組
中
共
に

少
も
慮
外
仕
り
間
敷
候
、
並
に
組
頭
指
置
、
組
子
と
し
て
一
言
之
訴
訟
仕
り

申
間
敷
候
事

（
中
略
）

右
之
趣
少
し
も
相
背
き
申
し
候
は
組
頭
請
人
共
に
何
様
之
儀
に
も
仰
付
け
ら
る

べ
く
候
、
其
時
一
言
之
御
う
ら
み
申
間
敷
候
、
後
日
の
た
め
一
札
、
価
て
件
の

如
し

一
、
槇
桧
角
大
小
五
千
本
弐
間
木
五
寸
角
よ
り
壱
尺
弐
寸
迄
仕
る
べ
く
候

一
札
の
事

（
中
略
）

右
の
請
負
証
文
か
ら
は
、
組
頭
が
前
金
を
も
っ
て
組
子
と
な
る
杣
三
○
人
を
雇
入

れ
て
杣
組
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
「
御
請
申
す
杣
日
用
」
と
あ
る
よ
う
に
日

用
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
請
負
人
と
組
頭
は
和
泉
国

の
者
で
あ
っ
た
が
、
杣
組
を
構
成
す
る
杣
達
は
ど
こ
か
ら
雇
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
木
曽
故
事
談
』
に
は
、
「
寛
文
十
二
子
正
月
泉
州
田
河
村
之
日
用
清
三
郎
与
申
者
中

津
川
二
而
乱
心
之
事
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
、
右
の
請
負
証
文
と
ほ
ぼ
同
時
期
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
請
負
人
の
出
身
地
（
和
泉
谷
川
村
）
と
同
じ
で
あ
る

（
略
）

と
思
わ
れ
る
泉
州
田
河
村
の
杣
日
用
の
一
件
に
関
す
る
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
事
件
の
経
過
を
み
て
お
こ
う
。

一
、
正
月
二
日
之
晩
、
中
津
川
町
五
郎
右
衛
門
後
家
宅
江
、
和
泉
之
杣
日
用
清

三
郎
・
安
右
衛
門
・
八
兵
衛
・
喜
蔵
・
吉
右
衛
門
与
申
者
五
人
参
泊
罷
有
候

処
二
、
同
三
日
晩
同
国
之
五
郎
兵
衛
・
市
郎
兵
衛
与
申
者
罷
越
候
得
者
、
彼

清
三
郎
五
郎
兵
衛
の
か
す
ま
し
き
と
言
葉
ヲ
か
け
脇
指
を
ぬ
き
出
申
候
得
者
、

五
郎
兵
衛
家
の
外
へ
に
け
申
候
跡
よ
り
情
三
郎
追
懸
ヶ
罷
出
二
、
安
右
衛
門

跡
よ
り
っ
＆
き
出
清
三
郎
を
と
ら
へ
可
申
与
仕
候
処
、
安
右
衛
門
左
之
手
ヲ

寛
文
十
年
戌
二
月
十
六
日

木
曽
本
〆

木
村
理
左
衛
門
殿

杉
山
又
右
衛
門
殿

和
泉
谷
川
請
人

本
人〃 〃 〃 〃

喜
十
郎

源
太
郎

角
左
衛
門

源
左
衛
門

甚
右
衛
門

安
兵
衛
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右
之
儀
他
所
者
故
、
尾
州
江
御
伺
御
使
者
堀
尾
作
左
衛
門
被
遣
候
、
以
使
札
致

替
上
候
、
然
者
拙
者
知
行
所
中
津
川
町
二
而
今
月
三
日
之
晩
和
泉
之
清
三
郎
与

申
日
用
之
者
乱
心
仕
、
同
国
之
安
右
衛
門
与
申
者
井
中
津
川
之
者
を
も
両
人
手

負
セ
申
候
、
其
内
安
右
衛
門
と
申
者
相
果
申
由
二
御
座
候
、
則
当
人
情
三
郎
搦

置
其
外
居
合
申
候
同
国
之
者
共
も
彼
地
二
留
置
申
由
二
御
座
候
、
他
国
之
者
之

儀
二
御
座
候
故
御
伺
申
候
、
何
連
と
も
御
差
図
次
第
申
付
度
奉
存
候
、
委
細
之

者
可
申
上
候
間
不
能
候
、
恐
憧
謹
言

正
月
六
日
山
村
甚
兵
術

成
瀬
豊
前
守
様

大
道
寺
玄
蕃
様

一
ヶ
所
切
申
候
、
清
三
郎
町
へ
出
候
其
節
中
津
川
町
之
三
十
郎
与
申
者
通
り

懸
リ
候
得
者
三
十
郎
を
も
四
ヶ
所
切
申
候
、
其
外
孫
九
郎
与
申
者
年
十
一
二

罷
成
候
忰
町
二
遊
ひ
居
申
候
三
ヶ
所
切
申
候
、
右
之
内
安
右
衛
門
当
四
日
晩

相
果
申
候

一
、
情
三
郎
ぬ
き
み
二
而
町
中
を
く
る
い
見
合
申
者
を
切
り
か
＆
り
申
候
故
、

町
中
寄
合
棒
二
而
打
た
を
し
か
ら
め
候
而
番
ヲ
付
置
申
候
、
い
か
や
う
成
儀

一
一
而
安
右
衛
門
・
三
十
郎
・
孫
九
郎
を
切
申
候
と
相
尋
候
得
者
、
五
郎
兵
衛

参
清
三
郎
を
切
可
申
与
仕
候
様
二
存
其
ま
き
五
郎
兵
衛
を
追
ひ
申
候
、
安
右

衛
門
・
三
十
郎
・
孫
九
郎
切
申
候
者
覚
不
申
与
申
候
、
い
か
に
も
乱
心
与
相

見
へ
申
候

右
御
報
同
十
一
日
付
二
而
承
届
候
、
委
細
之
儀
者
御
国
奉
行
よ
り
右
使
者
江
申

合
候
条
可
被
得
其
意
之
御
趣
二
候

一
、
御
国
奉
行
衆
江
御
達
状
者
御
返
札
二
而
相
知
候
、
則
左
二
記
御
使
札
令
拝

見
候
、
然
者
御
自
分
御
知
行
所
中
津
川
二
而
、
今
月
三
日
之
晩
和
泉
之
杣
日

用
清
三
郎
与
申
者
狼
籍
之
ふ
る
ま
い
数
多
人
を
あ
や
め
候
由
、
御
使
者
堀
尾

作
左
衛
門
具
二
被
申
聞
為
承
知
候
、
則
御
老
中
江
申
達
候
処
、
可
為
御
立
腹

と
の
御
事
二
候
、
右
清
三
郎
儀
人
を
あ
や
め
其
上
死
人
も
有
之
儀
｝
一
候
間
、

御
自
分
之
御
仕
置
清
三
郎
首
御
刎
さ
せ
候
様
二
と
御
老
中
被
仰
渡
候
間
、
其

御
心
得
可
被
成
候
、
委
細
堀
尾
作
左
衛
門
方
江
申
含
候
、
恐
憧
謹
言

正
月
十
一
日

西
尾
助
右
衛
門

一
、
同
十
四
日
中
津
川
お
ゐ
て
清
三
郎
首
を
刎
申
候
、
清
三
郎
井
安
右
衛
門
道

具
者
、
同
宿
仕
候
吉
右
衛
門
・
市
郎
兵
衛
・
八
兵
衛
与
申
者
江
、
在
所
之
親

兄
弟
江
渡
候
様
一
一
と
申
談
相
渡
候
、
則
手
形
取
置
候
由
此
道
具
之
渡
方
之
義

御
国
奉
行
衆
堀
尾
作
左
衛
門
江
御
申
聞
候
義
二
相
聞
江
候

一
、
右
同
宿
之
内
喜
蔵
と
申
者
は
、
御
領
分
あ
そ
う
之
者
与
申
二
付
、
喜
蔵
義

は
道
具
渡
候
人
数
ヲ
除
候
様
二
と
御
国
奉
行
衆
御
申
聞
二
付
右
条
之
通
二
候

一
、
遠
山
伝
十
郎
殿
作
左
衛
門
江
内
所
御
申
聞
候
は
、
乱
心
者
与
申
候
而
は
六

ヶ
敷
候
間
、
只
狼
籍
者
与
申
な
し
可
然
と
之
儀
二
候
由

一
、
和
泉
国
田
河
村
は
青
山
因
幡
守
殿
領
知
之
由

遠
山
伝
十
郎

山
村
甚
兵
衛
様
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こ
の
一
件
は
、
木
曽
の
中
津
川
に
お
い
て
正
月
三
日
の
夜
、
同
所
に
宿
泊
し
て
い

た
和
泉
国
の
杣
日
用
の
情
三
郎
が
乱
心
の
た
め
、
同
宿
の
安
右
衛
門
を
殺
害
し
、
情

三
郎
は
死
刑
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
こ
の
一
件
の
記
録
で
注
目

し
た
い
こ
と
は
、
和
泉
国
の
杣
日
用
が
集
団
で
木
曽
に
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即

ち
、
正
月
二
日
の
晩
に
「
和
泉
之
杣
日
用
清
三
郎
・
安
右
衛
門
・
八
兵
衛
・
喜
蔵
・

吉
右
衛
門
与
申
者
五
人
参
泊
罷
有
」
、
さ
ら
に
三
日
の
晩
に
「
同
国
之
五
郎
兵
衛
・

市
郎
兵
衛
与
申
者
罷
越
」
し
て
同
宿
し
て
い
る
（
但
し
、
「
右
同
宿
之
内
喜
蔵
と
申

者
は
、
御
領
分
あ
そ
う
之
者
与
申
一
一
付
」
と
あ
り
、
喜
蔵
は
美
濃
国
の
麻
生
の
者
で

あ
っ
た
）
。
さ
ら
に
、
情
三
郎
が
処
刑
さ
れ
た
後
、
「
清
三
郎
井
安
右
衛
門
道
具
者
、

同
宿
仕
候
吉
右
衛
門
・
市
郎
兵
衛
・
八
兵
衛
与
申
者
江
、
在
所
之
親
兄
弟
江
渡
候
様

二
と
申
談
相
渡
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
津
川
に
同
宿
し
て
い
た
和
泉
国
の
杣
日

用
達
は
、
近
隣
地
域
内
に
居
住
し
て
い
た
者
達
で
あ
り
、
一
緒
に
木
曽
へ
来
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
杣
日
用
が
道
具
を
持
参
し
て
き
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
し
て

お
き
た
い
。

右
の
こ
と
か
ら
、
和
泉
国
の
組
頭
（
杣
組
の
組
頭
Ⅱ
杣
頭
）
に
よ
る
杣
組
の
編
成

の
こ
と
を
考
え
る
と
、
杣
頭
は
近
隣
地
域
の
杣
を
組
子
と
し
て
雇
入
れ
て
、
杣
組
を

編
成
し
、
木
曽
へ
来
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
『
木
曽
故
事
談
』
に
は
「
延
宝
九
年
酉
七
月
越
前
之
日
用
上
松
二
而
人
を

（
蝿
）

殺
候
事
」
と
い
う
表
題
で
、
次
の
よ
う
な
日
用
頭
の
一
件
文
書
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
、
延
宝
九
酉
年
七
月
十
八
日
夜
四
シ
時
分
、
上
松
下
町
助
七
与
申
者
之
表
二

而
、
他
国
者
両
人
致
口
論
壱
人
切
殺
申
二
付
、
当
人
と
ら
へ
置
候
由
上
松
よ

り
注
進
申
来
二
付
、
十
九
日
朝
平
野
新
五
右
衛
門
足
軽
四
人
遣
様
子
承
候
処
、

当
年
鰔
川
御
手
前
山
二
罷
在
候
日
用
頭
由
兵
衛
与
申
由
二
候
、
委
細
口
書
二

相
見
へ
申
候

一
、
鰔
川
山
ハ
上
松
衆
支
配
ゆ
へ
新
五
右
衛
門
原
畑
江
参
、
此
節
中
村
利
助
・

河
村
与
兵
衛
ハ
尾
州
二
被
居
候
二
付
、
浅
野
七
右
衛
門
江
委
細
申
候
而
上
松

町
二
而
と
ら
へ
申
者
候
間
、
甚
兵
衛
方
よ
り
尾
州
へ
も
可
申
達
候
得
共
、
御

手
前
山
二
罷
有
候
日
用
之
儀
二
候
間
委
細
は
理
助
殿
・
与
兵
衛
殿
よ
り
可
被

仰
達
御
事
候
間
、
様
子
御
聞
届
御
頭
衆
迄
御
申
遣
尤
二
候
、
殺
害
人
之
儀
は

上
松
町
二
指
置
候
事
い
か
壁
二
候
間
福
島
へ
召
連
参
篭
舎
可
由
待
嬉
陸
日
申
届
、

殺
害
人
は
召
連
参
篭
舎
申
付
候
事

（
中
略
）

由
兵
衛
口
書

一
、
私
在
所
ハ
越
前
国
勝
山
郡
い
つ
ち
村
之
者
二
而
御
座
候
、
い
つ
ち
村
は
御

領
所
二
而
御
座
候
、
先
年
之
御
代
官
は
大
熊
勘
右
衛
門
殿
与
申
候
得
共
只
今

之
御
代
官
は
覚
不
申
候
、
鰔
川
御
手
前
山
二
罷
有
候
和
泉
之
杣
頭
四
郎
兵
衛

与
申
者
二
当
四
月
雇
レ
曰
用
頭
仕
罷
在
候
、
日
用
三
十
人
入
置
申
候
内
二
飛

州
高
山
之
又
八
与
申
者
当
五
月
よ
り
雇
入
置
、
日
数
十
七
日
程
組
下
二
而
遣

し
、
其
後
欠
落
致
候
ニ
付
両
度
迄
相
改
入
置
候
処
、
金
子
弐
分
銀
六
匁
銭
三

百
文
引
請
仕
又
欠
落
仕
候
、
彼
者
ゆ
へ
｝
一
二
三
十
人
之
日
用
共
ち
り
ち
り
二

罷
成
候
二
付
此
度
又
八
ヲ
尋
二
罷
出
候
処
、
七
月
十
八
日
之
夜
四
シ
過
上
松

町
二
而
出
合
申
候
二
付
、
金
子
出
し
候
か
山
へ
入
候
様
二
と
申
候
得
ハ
、
山
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こ
の
一
件
は
、
延
宝
九
（
一
六
八
一
）
年
七
月
に
木
曽
の
上
松
町
に
お
い
て
、
越

前
の
日
用
頭
由
兵
衛
が
飛
弾
高
山
の
日
用
又
八
を
殺
害
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
っ
た
。

詳
細
は
、
「
由
兵
衛
口
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
口
書
で
注
目
で
き
る
こ
と

は
由
兵
衛
が
日
用
頭
に
な
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

「
鰔
川
御
手
前
山
二
罷
有
候
和
泉
之
杣
頭
四
郎
兵
衛
与
申
者
一
一
当
四
月
雇
レ
曰
用
頭

仕
罷
在
候
、
日
用
三
十
人
入
置
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
由
兵
衛
は
杣
頭
に
雇
わ
れ

て
日
用
頭
を
勤
め
、
組
子
と
な
る
日
用
三
○
人
を
雇
入
れ
て
日
用
組
を
組
織
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
用
組
が
杣
組
と
は
別
個
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
既
に
杣
と
日
用
の
職
掌
の
分
化
が
進
ん
で
い
た
こ

へ
も
罷
越
ま
し
く
候
金
子
も
出
し
申
ま
し
き
と
我
ま
畠
を
申
候
而
、
却
而
手

む
か
い
仕
候
ニ
付
無
是
非
切
殺
申
候

一
、
拙
者
親
類
木
曽
之
内
一
一
は
不
罷
有
候
、
同
国
治
兵
衛
与
申
者
王
瀧
之
内
上

嶋
二
罷
有
候
故
衣
類
は
治
兵
衛
二
預
ヶ
置
申
候
、
荷
物
の
か
し
き
ハ
四
郎
兵

衛
つ
か
い
可
申
と
申
一
一
付
四
郎
兵
衛
方
へ
こ
し
申
候
、
在
所
一
一
も
親
類
兄
弟

共
二
無
御
座
候
、
養
父
理
右
衛
門
と
申
者
罷
有
候
得
共
久
々
音
信
も
無
御
座

候
故
只
今
も
罷
有
候
哉
不
存
候
事
、
右
之
通
二
御
座
候
以
上

一
、
死
人
又
八
儀
飛
州
高
山
二
番
町
者
之
由
、
飛
州
鍛
冶
上
松
江
参
合
罷
在
候
、

彼
鍛
冶
申
候
は
又
八
親
類
木
曽
之
内
ニ
ハ
無
御
座
候
由
、
又
八
儀
は
丸
こ
し

一
一
而
其
外
雑
物
等
も
無
御
座
候
以
上

七
月
十
九
日

（
後
略
）

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
日
用
頭
が
本
〆
に
雇
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

杣
頭
に
雇
入
れ
ら
れ
た
こ
と
（
尚
、
引
用
を
略
し
た
部
分
に
は
「
由
兵
衛
請
頭
之
杣

頭
四
郎
兵
衛
」
、
「
彼
者
抱
之
杣
頭
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
）
は
、
既
に
言
及
し
た
寛

文
一
三
年
の
杣
請
負
証
文
の
「
御
材
木
木
場
出
し
之
日
用
二
て
も
、
持
子
｜
一
て
も
、

肝
煎
な
し
二
む
さ
と
抱
申
間
敷
候
」
と
い
う
点
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日

用
が
杣
の
下
に
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
木
曽
に
お
い
て
は
杣
と
日
用
の
職
掌
が

完
全
に
は
分
化
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
先
述
し
た
和
泉

国
田
河
村
の
情
三
郎
が
「
杣
日
用
情
三
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
両
職
掌
が

未
だ
分
化
の
途
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
世
初
期
の
木
曽
に
お
い
て
は
、
慶
長
期
か
ら
寛
永
期
に
か

け
て
は
畿
内
の
杣
が
主
に
雇
入
ら
れ
て
材
木
の
採
運
に
携
わ
っ
て
い
た
、
そ
し
て
寛

永
期
以
降
、
主
と
し
て
寛
文
期
前
後
に
な
る
と
他
所
の
杣
・
日
用
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
杣
組
・
日
用
組
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
伐
木
・
造
材
を
行
う
杣
と
運
材
を
行
う

日
用
と
に
職
掌
の
分
化
の
進
展
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
①
採
運
労
働
力
総
体

と
し
て
み
る
と
、
近
世
初
期
に
は
他
所
の
労
働
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
②

そ
の
労
働
力
の
内
容
を
み
る
と
、
寛
永
期
頃
ま
で
は
杣
の
み
で
日
用
が
必
要
と
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
③
寛
永
期
以
降
は
、
杣
と
共
に
日
用
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
大
雑
肥
に
整
理
で
き
る
。

そ
こ
で
次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
第
一
に
は
、
他
所
の
杣
・
日

用
を
必
要
と
し
た
理
由
、
つ
ま
り
木
曽
在
住
の
林
業
労
働
力
は
採
運
労
働
力
に
な
り

え
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
杣
組
・
日
用
組
の
形
成
、
即

ち
採
運
労
働
に
お
け
る
伐
木
・
造
材
と
運
材
と
い
う
職
掌
分
化
が
進
ん
だ
理
由
で
あ
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る
。
こ
の
二
つ
の
点
は
、
換
言
す
れ
ば
、
近
世
初
期
の
木
曽
に
お
け
る
在
地
林
業
労

働
力
と
採
運
に
必
要
と
さ
れ
た
技
術
が
、
ど
の
様
な
性
格
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
近
世
初
期
の
木
曽
の
地
杣
及
び
木
曽
に
来
て
い
た
他
所
の
杣
・
日

用
の
実
態
と
彼
ら
が
有
し
て
い
た
採
運
技
術
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
次

の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
３
）

（
１
）
拙
稿
「
近
世
木
曽
林
業
に
お
け
る
採
運
技
術
の
構
成
」
（
『
林
業
経
済
』

四
八
四
号
、
一
九
八
九
年
二
月
）
、
同
「
材
木
生
産
に
お
け
る
稼
業
組
織
と

労
働
力
編
成
ｌ
近
世
木
曽
林
業
を
素
材
に
ｌ
」
（
『
秋
田
高
専
研
究
紀
要
』
第

（
２
）

年
－

0

二
五
号
、
一
九
九
○
年
二
月
）
。

西
川
善
介
「
林
業
経
済
史
論
一
～
九
」

一
五
四
号
、
一
九
五
九
～
一
九
六
一
年
）
、
北

ぐ
る
歴
史
』
（
日
本
林
業
調
査
会
、
一
九
六
二

史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
年
）
。

『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
』
第
六
巻
ｅ 」（
長

注

『
門
真
町
史
』
（
門
真
町
役
場
、
一
九
六
二
年
三
月
）
。

福
井
家
文
書
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
写
真
判
）
。

同
前
。

（
『
林
業
経
済
』
一
三
三
～

北
沢
啓
司
『
木
曽
の
山
林
を
め

二
年
）
、
所
三
男
『
近
世
林
業

野
県
史
刊
行
会
、

一
九
七
九

（
岨
）

（
Ｍ
）

（
妬
）

（
肥
）

へ

12
曹

（
Ⅱ
）

（
９
）

（
岨
）

（
７
）

（
８
）

『
新
撰
京
都
叢
書
１
』

「
秀
吉
・
家
康
領
時
代
の
木
曽
山
採
材
史
料
」
所
収
四
五
号
史
料
（
徳
川

林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
四
三
年
度
、
一
九
六
九
年
三
月
）
。

同
前
四
六
号
史
料
。

慶
長
期
の
大
鋸
中
村
虎
介
の
木
曽
山
で
の
採
材
に
つ
い
て
は
、
横
田
冬
彦

「
近
世
初
期
城
郭
の
作
事
編
成
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第
二
一
三
号
、
一
九
八
○

年
五
月
）
よ
り
、
御
教
示
を
得
た
。

「
源
敬
様
御
代
御
記
録
」
正
保
二
年
一
二
月
一
○
日
（
日
本
林
制
史
調
査

資
料
・
名
古
屋
藩
）
。

「
留
帳
抜
粋
」
寛
文
七
年
六
月
四
日
（
日
本
林
制
史
調
査
資
料
・
名
古
屋

藩
）
。

『
岐
阜
県
史
』
。

前
掲
西
川
論
文
（
「
林
業
経
済
史
論
」
八
）
所
収
の
神
戸
文
書
。

『
木
曽
故
事
談
十
』
（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
）
。

同
前
。
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